
相
殺
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
五
号
）
（
第
十
条
関
係
）

相
殺
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
五
号
）
（
第
十
条
関
係
）

（
本
邦
の
産
業
）

（
本
邦
の
産
業
）

第
二
条

（
省

略
）

第
二
条

同

上

２

前
項
の
本
邦
の
生
産
者
に
は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
を
有
す
る
生
産
者
及
び
当
該
輸
入
貨
物
又

２

前
項
の
本
邦
の
生
産
者
に
は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
を
有
す
る
生
産
者
及
び
当
該
輸
入
貨
物
又

は
こ
れ
と
同
種
の
貨
物
を
法
第
七
条
第
五
項
、
第
十
八
項
（
同
条
第
二
十
八
項
に
お
い
て
準
用

は
こ
れ
と
同
種
の
貨
物
を
法
第
七
条
第
五
項
、
第
十
八
項
（
同
条
第
二
十
八
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
日
（
こ
れ
ら
の
規
定

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
日
（
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
る
求
め
が
な
い
場
合
に
お
い
て
同
条
第
六
項
、
第
十
九
項
（
同
条
第
二
十
八
項
に
お
い
て

に
よ
る
求
め
が
な
い
場
合
に
お
い
て
同
条
第
六
項
、
第
十
九
項
（
同
条
第
二
十
八
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
四
項
の
調
査
を
行
う
と
き
は
、
当
該
調
査
を
開
始
す

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
二
十
四
項
の
調
査
を
行
う
と
き
は
、
当
該
調
査
を
開
始
す

る
日
）
の
六
月
前
の
日
以
後
に
輸
入
（
そ
の
輸
入
量
が
少
量
な
も
の
を
除
く
。
）
し
た
生
産
者

る
日
）
の
六
月
前
の
日
以
後
に
輸
入
（
そ
の
輸
入
量
が
少
量
な
も
の
を
除
く
。
）
し
た
生
産
者

は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
関
係
を
有
す
る
生
産
者
が
、
当
該

は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
関
係
を
有
す
る
生
産
者
が
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
関
係
に
よ
る
影
響
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
関
係
の
い
ず
れ
を
も
有
し
な
い
他
の

各
号
に
掲
げ
る
関
係
に
よ
る
影
響
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
関
係
の
い
ず
れ
を
も
有
し
な
い
他
の

生
産
者
の
行
動
と
異
な
る
行
動
を
と
ら
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
証
拠
を
提
出
し
た

生
産
者
の
行
動
と
異
な
る
行
動
を
と
ら
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
証
拠
を
提
出
し
た

場
合
、
又
は
当
該
輸
入
貨
物
若
し
く
は
こ
れ
と
同
種
の
貨
物
を
輸
入
し
た
生
産
者
が
、
当
該
輸

場
合
に
お
い
て
、
当
該
証
拠
に
よ
り
そ
の
旨
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

入
貨
物
及
び
こ
れ
と
同
種
の
貨
物
に
係
る
当
該
生
産
者
の
事
業
の
う
ち
主
た
る
事
業
が
当
該
輸

入
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
本
邦
に
お
け
る
生
産
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
拠
を
提
出
し
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
証
拠
に
よ
り
そ
の
旨
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
四

（
省

略
）

一
～
四

同

上



不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
（
第
十
一
条
関
係
）

不
当
廉
売
関
税
に
関
す
る
政
令
（
平
成
六
年
政
令
第
四
百
十
六
号
）
（
第
十
一
条
関
係
）

（
本
邦
の
産
業
）

（
本
邦
の
産
業
）

第
四
条

（
省

略
）

第
四
条

同

上

２

前
項
の
本
邦
の
生
産
者
に
は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
を
有
す
る
生
産
者
及
び
当
該
輸
入
貨
物
を

２

前
項
の
本
邦
の
生
産
者
に
は
、
次
に
掲
げ
る
関
係
を
有
す
る
生
産
者
及
び
当
該
輸
入
貨
物
を

法
第
八
条
第
四
項
、
第
二
十
一
項
（
同
条
第
三
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

法
第
八
条
第
四
項
、
第
二
十
一
項
（
同
条
第
三
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
二
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
日
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
な
い
場

又
は
第
二
十
六
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
日
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
な
い
場

合
に
お
い
て
同
条
第
五
項
、
第
二
十
二
項
（
同
条
第
三
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

合
に
お
い
て
同
条
第
五
項
、
第
二
十
二
項
（
同
条
第
三
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
又
は
第
二
十
七
項
の
調
査
を
行
う
と
き
は
、
当
該
調
査
を
開
始
す
る
日
）
の
六
月
前
の

む
。
）
又
は
第
二
十
七
項
の
調
査
を
行
う
と
き
は
、
当
該
調
査
を
開
始
す
る
日
）
の
六
月
前
の

日
以
後
に
輸
入
（
そ
の
輸
入
量
が
少
量
な
も
の
を
除
く
。
）
し
た
生
産
者
は
含
ま
な
い
も
の
と

日
以
後
に
輸
入
（
そ
の
輸
入
量
が
少
量
な
も
の
を
除
く
。
）
し
た
生
産
者
は
含
ま
な
い
も
の
と

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
関
係
を
有
す
る
生
産
者
が
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
関
係

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
関
係
を
有
す
る
生
産
者
が
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
関
係

に
よ
る
影
響
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
関
係
の
い
ず
れ
を
も
有
し
な
い
他
の
生
産
者
の
行
動
と
異

に
よ
る
影
響
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
関
係
の
い
ず
れ
を
も
有
し
な
い
他
の
生
産
者
の
行
動
と
異

な
る
行
動
を
と
ら
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
証
拠
を
提
出
し
た
場
合
、
又
は
当
該
輸

な
る
行
動
を
と
ら
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
証
拠
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当

入
貨
物
を
輸
入
し
た
生
産
者
が
、
当
該
輸
入
貨
物
及
び
こ
れ
と
同
種
の
貨
物
に
係
る
当
該
生
産

該
証
拠
に
よ
り
そ
の
旨
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

者
の
事
業
の
う
ち
主
た
る
事
業
が
当
該
輸
入
貨
物
と
同
種
の
貨
物
の
本
邦
に
お
け
る
生
産
で
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
の
証
拠
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
証
拠
に
よ
り
そ
の
旨
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
四

（
省

略
）

一
～
四

同

上


